
■「大規模集客施設の立地に係る都市計画ガイドライン（案）」についての県民意見公募の結果

意見の内容 理由

1

原案
「広域調整は、環境悪化、交通渋滞の激化、都市基盤施設の利用効率の低下、集積によ
る利便の増進など、土地利用の外部性をコントロールする観点から大規模集客施設の適
正な立地を図ることを目的としており、既存の競合する店舗などとの競争を抑制するなど
需給調整や既得権擁護とならないものとすべきである。」

修正案
「広域調整は、県の策定するまちづくりに関する計画との整合性、立地市町
村の策定するまちづくりに関する計画での位置付け、周辺関係市町村の街
づくりへの配慮、周辺地域の土地利用状況と居住環境への配慮、周辺の道
路等社会基盤の整備、営農環境への配慮、自然環境への配慮、公共交通
等アクセスの利便性の確保など、土地利用の外部性をコントロールする観点
から大規模集客施設の適正な立地を図ることを目的としており、既存の競合
する店舗などとの競争を抑制するなど需給調整や既得権擁護とならないもの
とすべきである。」

ご意見を受けまして、以下のように修正させていただきま
す。
「広域調整は、「４．広域的な影響等に対する考え方」に示
したような、環境悪化、交通渋滞の激化、都市基盤施設の
利用効率の低下、集積による利便の増進など、土地利用
の外部性をコントロールする観点から、大規模集客施設の
適正な立地を図ることを目的としており、既存の競合する店
舗などとの競争を抑制するなど需給調整や既得権擁護とな
らないものとすべきである。」
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「（1）上位計画との整合性」の次に、以下の項を追加することが必要である。
（2）集積による利便の増進の評価
「集積の外部経済性」（経済効果）が、今以上に発揮され、公共交通機能の利用頻度な
ど、利便性の向上などが図られていることが見込まれているべきであり、これが損なわれ
る場合は、都市計画の決定、もしくは変更を行うべきでない。

国都計第27号平成19年6月1日の「競争抑制的な土地利用制限の排除につ
いて」で示された、「広域的な都市機能の適正立地評価ガイドライン」の２頁
にある通り、「都市機能の集積による外部経済（集積による経済効果）の向
上」が都市計画の重要な課題である。
その意味で、県が大規模集客施設の立地に関する都市計画の変更などを認
定する場合は、同３頁に示されているように、「都市機能の集積による利便の
増進」が損なわれないかを適切に評価することが望まれる。
また、同４頁に示されているように、過密などの「集積の外部不経済」が認め
られる場合は、当該地域を補完する集積の誘導が必要となるが、都市機能
の無秩序な拡散が進み、都市基盤の投資や維持費が増大するような、非効
率的な都市構造になって場合は、これを適切に調整することが望まれる。

「集積の外部経済性」については、広域的観点からの望ま
しい都市構造の実現を図るため、都市計画区域マスタープ
ラン等の上位計画において示されるものと考えます。

意見に対する県の考え方番
号

県民からの意見

2

　まず、既存ストックの活用をしながらの都市機能集積だが、ある程度のスパンを見越し
て整備するべきである。
概ね日本の街並みは一戸建てとマンションが混在しており、美観を損ねている。
　高層物と戸建て住宅が混在している地域は積極的に整備し、今から建築さらる全ての
建築物に対して、街並みをそろえるように指導するべきである。
また、那覇市内の国際通り、その周辺は中心地にも関わらず、非常にみすぼらしい雰囲
気が漂っているので、電柱の地中化、再区画整理をはじめとする整備が必要である。
　今後、高齢者が増えていく事を考慮すると、沖縄に積極的に企業を誘致する必要がある
　また、国内だけでは無く、海外からの観光客の流入も必要である。
　しかし、現在、沖縄には海外からの観光客を呼び込めるだけの魅力は無い。
同じ南国の島としてのハワイは、セレブリティ溢れる街づくりで、世界の人々を魅了してい
る。道は広く、ホテルからの景色は海、そしてリゾート地でありながら都会的な街並み、高
級ショッピングセンターが点在している。
もし沖縄でショッピングセンターを出店する場合、日本独自の中級、高級ブランド街をつく
る事を薦める。また、国内唯一の海外ブランドを誘致する事も大切、例えば●●●●●、
●●●●等。アジアへの誘致は非常に難しいらしいが、沖縄なら可能であると思う)
　今すぐに無秩序な開発をやめ、沖縄県が監修のもと、開発する事が絶対必要である。新
都心の開発もしかり、今後の大規模用地もしかり。
また、南国の雰囲気として、吊るし看板をやめ、アメリカ風の看板にするべきでもある。
そして、琉球文化はアメリカ文化との相性が良いと思うので、混在した、独自の街並みを
作るべきである。
　こられ全ての事を実現する事により、外資が流入し、若者層が増え、確実に県益につな
がると思われる。

ご意見に関しましては、都市計画区域マスタープランや景
観計画等の策定の際に、参考にしたいと思います。

1 / 5 

User
テキストボックス
注）県民等からのご意見は、原文のまま記載しております。ただし、特定のブランド、地域、個人、団体等が特定できる部分関しては、個人等の情報保護の観点から●●●との表示としております。



■「大規模集客施設の立地に係る都市計画ガイドライン（案）」についての県民意見公募の結果

意見の内容 理由
意見に対する県の考え方番

号
県民からの意見

3-2

「広域調整の必要があると認めた場合は、法第19条第5項に基づき、関係市町村などから
意見の聴取などを行うものとする。」の部分については、次のような変更が望まれる。
「広域調整の必要があると認めた場合は、法第19条第5項に基づき、関係市町村などから
意見の聴取などを行い、都市機能の適切な調整を行うものとする。」

この部分の前段で、「県は広域的な視点からその適正な立地についての調
整を行うものとする。」と標記されており、これに続く後段の「意見の聴取など
を行う。」との標記は、整合しないから。
また、国都計第82号国住第161号平成18年11月6日の「技術的助言」の３頁
にある通り、「（大規模集客施設の）立地については、広域的な影響について
の地域の判断を反映した適切なコントロールを行うことが必要である。」とさ
れ、広域調整の必要性が示されている。市町村が大規模集客施設の立地に
係る都市計画の決定又は変更を行おうとする場合は、単に市町村の意見を
聴取するにとどまらず、県はその決定又は変更についての広域調整を行うこ
とを明記してほしい。
更に、広域調整するのは、「大規模集客施設」の適正立地ではなく、「都市機
能」の適正立地であることに留意すべきである。

　「適切な調整を行う」ことに関しては、Ｐ８「（２）関係市町村
などからの意見聴取の円滑化」において、「大規模集客施
設に係る連絡調整会議（仮称）」を組織し、調整を行う旨を
記載しています。
　ただし、本ガイドラインは、「大規模集客施設に係わる都
市計画に関する県の考え方」でありますので、その他の「都
市機能」の適正立地について言及していません。
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「土地利用の外部性をコントロールする観点から大規模集客施設の適正な立地を図ること
を目的としており、」の部分は、次のように変更すべきである。
「土地利用の外部性をコントロールする観点から都市機能の適正な立地を図ることを目的
としており、」
また、需給調整や、企業の参入規制、既得権の擁護などが自明のことであり、ガイドライ
ンのなかで県がこれをことさら示すことは不要である。

国都計第82号国住第161号平成18年11月6日の「技術的助言」の２頁にある
通り、「改正法においては、（中略）都市機能の適正立地を確保するため、土
地利用コントロールの機能が十分発揮されるよう、（中略）大規模集客施設に
係る立地制限の強化（中略）のための措置などを講じたものである。」とされ、
「大規模集客施設」立地をコントロールすることで、「都市機能」の適正立地を
はかることが、今回の法改正の目的だからである。

　今回の法改正は大規模な集客施設に係る立地制限の強
化、準都市計画区域制度の拡充並びに開発許可制度にお
ける大規模開発及び公共公益施設に係る取扱いの見直し
などによる、都市機能の適正立地を目的としています。
　本ガイドラインは、その内、大規模集客施設の立地に係
わる部分に関する県の考え方を示したものです。
　また、広域調整において、「需給調整や既得権擁護となら
ないものとすべき」ことは、特に留意して頂きたい事項であ
り、明らかなことと思われるかもしれませんが、あえて記述
しておきたいと考えています。
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最後に次の文章を追加してほしい。
６.準都市計画区域の設定
沖縄県は、このガイドラインによる市町村との協議をふまえ、広く県下の都市計画区域外
全域について、準都市計画区域を設定することとする。

改正法では、都市計画区域外は、大規模集客施設を規制する手段をもたな
いが、これにより、県内の全ての土地について、規制をかけることができるよ
うになる。

　今回の法改正は大規模な集客施設に係る立地制限の強
化、準都市計画区域制度の拡充並びに開発許可制度にお
ける大規模開発及び公共公益施設に係る取扱いの見直し
などによる、都市機能の適正立地を目的としています。
　本ガイドラインにおいては、その内、大規模集客施設の立
地に係わる部分に関する県の考え方を示したものです。

4

大店法の手厚い擁護の中活気づいていた商店街の外圧によってその法律が撤廃される
と同時に市街地に進出し始めた大型店の圧倒的な資本力の差でねじ伏せられてしまいま
した。　この法律の代わりに大店立地法が施行されると大型店は安価な土地を求め近隣
市町村の郊外に進出することとなります。大規模な無料駐車場を兼ね備えた郊外型大型
店の攻勢は凄まじく、瞬く間に中心商店街から人通りは消え、シャッター通りと化し空洞化
してしまいます。その中「まちづくり３法」が制定されましたが思うように成果は上がりませ
んでした。　今度改正された「改正まちづくり３法」は中心市街地の商業、都市機能を集約
し、コンパクトな市街地形成を図ろうとする法律で、疲弊しきった商店街にとって前途に光
明を見出した思いです。今は、行政、会議所、関係機関と手を組み活性化を取り戻すた
め、フォーラムや協議会等の設立について日夜協議し、また、各通り会、商店街は連合会
を結成し、中心市街地の活性化に向けて一致団結し努力している最中です。　しかし、
●●●●跡地に県内最大規模のＳＣが進出するということは我々商店街のみならず、行
政、会議所、関係機関の努力を無にすることです。この計画が実施された場合●●市全
域のみならず、近隣市町村の商店街および商店街が壊滅的な打撃を受けることは間違い
ありません。我々地域商店街としては●●●●跡地への●●●の進出に断固反対しま
す。

　沖縄振興計画などの上位計画と整合を図りつつ、将来の
望ましい都市構造を実現するために総合的かつ計画的に
まちづくりを行うことが重要となると考えます。

2 / 5 

User
テキストボックス
注）県民等からのご意見は、原文のまま記載しております。ただし、特定のブランド、地域、個人、団体等が特定できる部分関しては、個人等の情報保護の観点から●●●との表示としております。



■「大規模集客施設の立地に係る都市計画ガイドライン（案）」についての県民意見公募の結果

意見の内容 理由
意見に対する県の考え方番

号
県民からの意見

5

●●市は、中心市街地活性化に関する法律に基づき、「●●市中心市街地活性化基本
計画」を策定している所であります。
沖縄県は、大規模集客施設の立地については、まちづくり３法の趣旨を踏まえて、中心市
街地への誘導を図り、商業活性化、人口減少・超高齢化に対応した「コンパクトシティー」
の形成を目指すことが求められています。
特に、本市においては、周辺市町村における吸引力が高まりつつある中で危機感を抱い
ております。
●●地域の拠点都市の一翼を担う上からも、大規模集客施設の立地については、国が進
める改正中心市街地活性化法の趣旨を踏まえ郊外への大規模集客施設等の開発を抑
制すべきであります。

　沖縄振興計画などの上位計画と整合を図りつつ、将来の
望ましい都市構造を実現するために総合的かつ計画的に
まちづくりを行うことが重要となると考えます。
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１．広域調整の方針について
沖縄県は、新たな都市開発を抑制し、既存の市街地への居住、福祉及び商業等の都市
機能の誘導を図り、エネルギー消費と公共コストを抑制するコンパクトシティーめざすもの
とし、既存市街地の規模で県民生活が概ね完結可能な都市形成に向けて広域調整を行
うことを求めます。

１．広域調整の方針について
沖縄県においても、この先２０数年は人口増加が見込まれ
るものの長期的には人口減少・超高齢社会を迎える状況に
あり、全国の都市で起きている課題を内在しており、沖縄
振興計画などの上位計画と整合を図りつつ、将来の望まし
い都市構造を実現するために総合的かつ計画的にまちづく
りを行うことが重要となるものと考えます。
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２．連絡調整会議の設置について
沖縄県は、新たな都市開発について、関係市町村の求めにより連絡調整会議を組織する
ことを求めます。

２．連絡調整会議の設置について
　都市計画法第１９条第５項において「都道府県知事は、第
三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関
係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必
要な協力を求めることができる。」とされており、この表現と
しています。

6-3

３．広域調整について
沖縄県は、市町村間の利害を円滑に広域調整し、都市インフラの活用、経済振興、生活
環境の創出等、広域的な観点から公共投資の効果的活用を目的として、関係市町村に
助言を行うことを求めます。

３．広域調整について
Ｐ７「４．広域的な影響等に対する考え方（２）関係市町村な
どからの意見聴取の円滑化」に示されているように、「関係
市町村及び関係部局が相互に情報の共有、意見交換を行
う」中で、助言を求められた場合、県として対応したいと考
えています。

7-1
① 「コンパクトな都市づくりへの影響」について追加要望
　大規模集客施設の立地に伴い、立地市町村及び周辺市町村の中心市街地へ与える影
響について評価を行う。

　「立地市町村及び周辺市町村の中心市街地へ与える影
響」については、Ｐ６の「４．広域的な影響等に対する考え
方（２）立地に対する影響」において、交通機能や公共コスト
等に関して評価されるものと考えています。
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② 「駐留軍用地の返還に伴う考え方」について追加要望
　沖縄県においては、駐留軍用地の返還が今後予定されていることから、都市機能の無
秩序な拡散が進行しないよう、周辺地域や周辺市町村の土地利用との整合性を図りつ
つ、土地利用のコントロールを行なうものとする。特に、大規模集客施設の立地について
は、まちづくり３法の趣旨を踏まえ、中心市街地等への誘導を図り、人口減少・超高齢社
会に対応したコンパクトシティの形成に努める。駐留軍用地の跡地における大規模集客
施設の立地については、沖縄県域における適切な商業フレームを設定し、商業需要を超
える大規模集客施設の立地については、抑制するものとする。

　Ｐ１「●はじめに」で示されているように「大規模な駐留軍
用地の返還が今後計画されていることから、沖縄振興計画
などの上位計画と整合を図りつつ、将来の望ましい都市構
造を実現するために総合的かつ計画的にまちづくりを行う
ことが重要となる」ものと考えています。
　駐留軍用地跡地利用に関しましては、上位計画に示され
るものであり、本ガイドラインに示すことは適当ではないと
考えています。

コンパクトシティーをめざすまちづくりの観点から、次の通り提言する。

４．（２）　２）について
広域を対象として集客を予定する都市開発については、道路清掃や廃棄物
の増加等が伴い、これらに対応するため市町村住民の費用負担が増加しま
す。
また、広域集客により発生する排ガスや炭酸ガス等の環境への悪影響も増
加します。

４．（２）　３）について
交通ネットワークの要衝を担ってきた既存の幹線道路等は、これまで多くの
公共投資がなされており、今後はこれらを活用することが求められておりま
す。
そのため、新たな都市開発は、これに接続する幹線道路等の整備を誘導し、
公共コストを増加させるものであります。

５．（２）について
公共が係わる都市開発においては、隣接又は関係する市町村の目標とする
都市ビジョンが相互に一致することは稀であり、沖縄県の判断のみで広域調
整の必要性を認めることは適当でないと考えます。

５．（３）について
広域調整は、これまで投資してきた社会資本の活用を優先的に位置付ける
ことを前提とすることが適当であり、新たな公共投資を伴う都市開発について
は慎重に精査することが必要であります。
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■「大規模集客施設の立地に係る都市計画ガイドライン（案）」についての県民意見公募の結果

意見の内容 理由
意見に対する県の考え方番

号
県民からの意見

8-1
１． 大規模な駐留軍用地の返還の問題、沖縄振興計画などの上位計画を簡単でわかり
やすい説明と図式化をし、理念等の項目を作ってわかりやすく説明すべきである。

本ガイドラインは市町村による都市計画法に基づく手続き
を円滑に行うための県としての基本的な考え方を示したも
のであり、本県の都市計画に関する「理念」等は、上位計
画で示されるものであると考えます。

8-2
２．本県の特殊事情とは、何かを詳しく説明し、沖縄県にあった独自のガイドライン作成を
すべきである。まちづくりは、いろいろな要素が絡み合っているので、一部署だけでなく、
広範囲な関係部署、機関との連携を行い、ガイドラインを作成すべきである。

本県の特殊事情とは、返還軍用地、交通ネットワーク、島
嶼県など様々な事項があります。本ガイドラインは、その様
な特殊事業を反映した上位計画と整合性を図りながら運用
することにより望ましいまちづくりを進めるものであります。
　なお、本ガイドライン（案）の策定段階において、関係各課
及び関係市町村と意見交換会を開催し、その意見を反映し
ております。また、都市計画の決定又は変更においては、
関係機関等との協議の必要性について広域調整に関する
事項で述べています。

8-3
３．（１）用途地域の決定又は変更で対応する場合と（２）開発整備促進を定めた地区計画
で対応する場合による指針はあるが、都市計画における非線引きの白地地域のガイドラ
インの対応がないのでその指針を明示すべきである。

白地地域における大規模集客施設の立地に際しても、
「（１）用途地域の決定又は変更」もしくは「（２）開発整備促
進を定めた地区計画」で対応することになります。

8-4

４．大規模集客施設の立地について、制限するか、しないのか明確な判断と方向性を示
すべきである。例えば「県と市町村が連携して立地規制を強化します」、「準都市計画区域
を指定します」、「大規模な集客施設の立地は原則として、○○の地区に誘導し、それ以
外の区域においては規制するものとする」。など具体的に明示すべきである。

大規模集客施設の立地については上位計画における位置
づけや、周辺環境により判断されるものであると考えます。
　本ガイドラインは市町村による都市計画法に基づく手続き
を円滑に行うための県としての基本的な考え方を示したも
のであります。

8-5

５．「広域調整の必要があると認められた場合」とは、具体的にどういうことなのか示すべ
きである。大規模駐留軍用地跡地の有効活用とまちづくり、大規模集客施設の立地とまち
づくりとは、密接な関係があり、都市計画法だけに留まらず中心市街地活性化法、大規模
小売店舗立地法、沖縄振興計画などの上位計画及び関係部署等との連携も含めて、広
い意味での大きなまちづくりと捉えて、理念・目標・方針等の項目を作りわかりやすく、明
確に、具体的に図式化も含めたガイドラインを作るべきである。

本ガイドラインは市町村による都市計画法に基づく手続き
を円滑に行うための県としての基本的な考え方を示したも
のであり、広域的なまちづくりに関する理念・目標・方針等
は、上位計画において示すものであるものと考えます。

③ 都市計画案に対する住民意見の反映について追加要
望
　大規模集客施設の立地は、一市町村の範囲を超えて広
域的な都市構造やインフラに影響を与えるものであるた
め、立地市町村のみならず、関係市町村も含めた住民等
の意見を広く反映させる必要があるものと考えます。
よって、Ｐ８に下線部の文を追加します。
「（１）関係市町村の範囲の考え方
　関係市町村の範囲は、立地市町村に隣接する市町村に
限定するのではなく、広域的な都市構造やインフラへの影
響があることから道路ネットワークなどを考慮して都市計画
区域にとらわれず判断する必要がある。
　また、立地市町村は、当該都市計画の決定又は変更に
あたっては、関係市町村も含めた住民及び利害関係人の
意見を反映させるために必要な措置を講ずる必要があ
る。」

7-3

③ 都市計画案に対する住民意見の反映について追加要望
　立地市町村は、当該都市計画の決定又は変更にあたっては、周辺市町村も含めた住民
意見を広く反映させるために、公聴会・説明会の開催及び都市計画案の広告・縦覧の際
は、広域的見地から特に配慮して周知するよう努めるものとする。
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9

今回のまちづくり三法改正の主旨は、大規模農地の転用や無秩序な郊外開発などにより
中心市街地空洞化や衰退を招いたことから特に、県による広域調整機能を設定するに
至ったと理解しておりますが、そのことからすると。上記の表現は消極的な感が強いで
す。米軍基地利用との問題とまちづくり三法改正の主旨は、振興と抑制的な立場で矛盾
するようで難しい問題でありますが、それを越えて調整していく必要があると思います。前
段で県の広域的なまちづくりの考え方について、もっと具体的に示してほしいです。

本ガイドラインは市町村による都市計画法に基づく手続き
を円滑に行うための県としての基本的な考え方を示したも
のであり、広域的なまちづくりに関する理念・目標・方針等
は、上位計画において示すものであるものと考えます。

10

沖縄県●●●●跡地に、●●●による県下最大規模の大型店の出店が計画されていま
す。
沖縄県は売り場面積当りの販売額が全国で最低水準であり、経営環境は極めて厳しいと
いえます。特に各市町村の中心市街地における商業集積は、郊外店の攻撃により、経営
が成り立っていないところがほとんどです。
このような状況下で、中心市街地活性化法に沿って、賑わいを取り戻そうという市町村の
試みも見られますが，●●●による店舗の商圏はほぼ県全体に及び、その影響は計り知
れません。
超広域の商圏を持つ店舗を新たに設置する事は、まちづくりにとって大きな障害となるか
らです。
国は、少子高齢化社会にあって、持続可能な市街地形成を目指すべきこと、そのためにコ
ンパクトで賑わいのあるまちづくりを実現しなければならないとして、都市計画法の見直し
を行い、出店予定のような市街化調整区域の開発については、厳しい規制をするべきで
あるとしています。
●●●●は、豊かな緑と自然に恵まれ優れた環境を有しております。
このような用地を大型店が利用する場合、敷地を広範に造成し、できるだけ平らにするこ
とが必要となり、大規模な環境破壊を引き起こします。
工事の土砂が海洋に大量に流出する恐れもあり、そうなると自然環境への影響も計り知
れないことになります。
この用地はその豊かな環境を生かし、一定の所得層を対象とした住宅地として活用され
るべきです。
団塊の世代が退職し、第二の人生を物価が安く温暖な地で暮らしたいというニーズが高ま
るなか、沖縄県は国内でこの条件にかなう数少ない地であるといえます。
このような県下一円に影響を及ぼす開発については、その審査にあたり、沖縄県当局の
賢明な判断を期待いたします。

　沖縄振興計画などの上位計画と整合を図りつつ、将来の
望ましい都市構造を実現するために総合的かつ計画的に
まちづくりを行うことが重要となると考えます。
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